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〈特別徴収制度〉 〈特別徴収制度〉とは、年金保険者

が住民税を年金から引き落として市区

町村へ直接納入することです。

現在、年金を受給されており住民税を納税する義務のある方には、年４回、役所（場）や金融

機関などに出向き、住民税を納めていただいています。この制度の導入により、年金を支給す

る年金保険者が住民税を年金から引き落とし、市区町村へ直接納入することとなるため、納税

の手間が省かれるとともに、市区町村の事務の効率化が図られるものと見込まれます。

新たな税負担が生じるものではありません。

住民税の年金からの引き落とし（特別徴収制度）の導入は、納税方法を変更するものであり、

この制度により新たな税負担が生じるものではありません。

住民税の年金からの引き落とし制度へのご理解をよろしくお願いします。 詳しくは裏面をご覧ください。



納付書で納める
（普通徴収）

月 ６月 ８月 １０月 １月

税 額 1万 5千円 1万 5千円 1万 5千円 1万 5千円

算出方法 １/４ １/４ １/４ １/４

納付書で納める
（普通徴収）

年金から引き落とし
（特別徴収）

年金から引き落とし
（特別徴収）

月 ６月 ８月 １０月 １２月 ２月 月 ４月 ６月 ８月 １０月 １２月 ２月

税 額 1万 5千円 1万 5千円 1万円 1万円 1万円 税 額 1万円 1万円 1万円 1万円 1万円 1万円

算出方法 １/４ １/４ １/６ １/６ １/６ 算出方法 前年度２月と同じ額 22 年度の年税額の残りの 1/3 ずつ

４月１日現在６５歳以上の年金受給者のうち

住民税の納税義務のある方が対象です。

６５歳以上の方の年金所得に係る住民税の納税方法が変わります。

この制度の対象となるのは、「４月１日現在６５歳以上の年金受給者で、

前年中の年金所得に係る住民税の納税義務のある方」です。

ただし、以下の方については、対象となりません。

◆介護保険料が年金から引き落としされていない方

◆引き落とされる住民税額が老齢基礎年金等の額を超える方 など

引き落としの

対象となる年金とは･･･

老齢基礎年金又は昭和６０年以前の制度による老齢年金、退職年金等を言い

ます。障害年金及び遺族年金などの非課税の年金からは、住民税の引き落と

しはされません。

引き落としされる

住民税額は･･･

引き落としされるのは、「均等割額」及び公的年金等に係る分の「所得割額」

です。給与所得や事業所得などの金額から計算した住民税額は、これまでど

おり給与からの引き落とし、または納付書で納めていただくことになります。

引き落としが

中止となる場合は･･･

引き落とし開始後、市区町村外への転出、税額の変更、年金の支給停止など

が発生した場合は、引き落としが中止となり、普通徴収（納付書により役所

（場）や金融機関などで納める方法）により納めていただくことになります。

※公的年金以外の収入（農業所得、給与所得等）がある場合、その分に係る住民税は、従来どおり普通徴収ある

いは、給与からの特別徴収となります。

平成２１年１０月支給分の年金から引き落としが始まります。

引き落としの開始は、平成２１年１０月支給分の

年金からとなります。そのため、平成２１年度の住

民税額のうち半分については、平成２１年６月と

８月に、これまでどおり納付書で納めていただくこ

とになります。

(例)住民税の年税額が

６万円（年金所得のみ）の場合

これまでの納め方
● ● ● ●

平成２１年度の納め方
● ● ● ● ●

年税額の１/４ずつ納付書で納めていただいていました。

平成２２年度以降の納め方
● ● ● ● ●

６月と８月は年税額の１/４ずつをこれまでどおり納付書

で納めていただきます。１０月・１２月・２月は年税額の

１／６ずつを引き落とします。

４月・６月・８月は、前年度の２月の税額と同額を引き落とします。。

１０月・１２月・２月は、年税額から４月・６月・８月の税額を差

し引いた残りの税額を引き落とします。

問い合わせ先 行田市役所 税務課 市民税担当

電話 ０４８－５５６－１１１１（内線２３１・２３２） 行田市ホームページ http://www.coty.gyoda.jg.jp/

※このリーフレットでは、個人住民税を「住民税」、公的年金を「年金」と表現しています。


